
　補正予算編成の基本方針

  本補正予算の編成に当たっては、予算執行期間も限られることから、既に事業の終了等に

より不用額が見込めるものについて減額補正を行うものとし、真に緊急性、必要性が高いも

のに限って増額補正を行うものとした。

　一般会計の補正予算の主な内容

１　歳入（主なもの）

(1) 自立支援医療費（更生医療・育成医療）の増加に伴い、障がい者医療費負担金を補正する。

・障がい者医療費負担金（国庫支出金）

・障がい者医療費負担金（県支出金）

(2) 市道の払い下げに伴い、市有地売払収入を補正する。

(3) 八潮市土地開発公社からの土地の買戻し（木曽根北線・南線用地）に係る市債等を補正す

　る。

・土地開発公社貸付金収入

・市債（土木債：木曽根北線・南線用地取得事業）

２　歳出（主なもの）

(1) 実績見込みの増加に伴い、自立支援医療費を補正する。

(2) 国民健康保険特別会計への財政支援等のため、繰出金を補正する。

(3) 木曽根北線・南線の事業化に伴い、用地取得費を補正する。

22,956千円

15,304千円

平成２８年度八潮市一般会計補正予算（第５号）等の概要について

補 正 前 予 算 額 28,751,226千円

今 回 補 正 額 373,289千円

補 正 後 予 算 額 29,124,515千円

606,702千円

30,608千円

55,134千円

7,652千円

8,063千円

201,902千円

404,800千円

686,786千円
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３　繰越明許費

　平成２８年度末までの事業完了が難しい事業について、繰越明許費を設定する（全６件）。

・個人番号カード交付事業交付金　ほか５件

４　債務負担行為

　平成２９年度当初から役務の提供を受ける業務等について、債務負担行為として追加す

る（全３８件）。

・ふるさと納税業務委託料　 ほか３７件　　　　　　　　　

　各会計の補正予算の規模

 １　一般会計（第５号）

 ２　国民健康保険特別会計（第４号）

 ３　公共下水道事業特別会計（第４号）

 ４　大瀬古新田土地区画整理事業特別会計（第３号）

 ５　西袋上馬場土地区画整理事業特別会計（第４号）

 ６　八潮南部東一体型特定土地区画整理事業特別会計（第４号）

 ７　介護保険特別会計（第３号）

 ８　後期高齢者医療特別会計（第３号）

問い合わせ先

八潮市企画財政部財政課

電話 048-996-2111　内線306・477

債務負担行為の設定

△ 1,012千円

△ 101,016千円

373,289千円

△ 30,867千円

△ 792,673千円

△ 138,678千円

△ 170,000千円
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